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令和７・８年度建設工事
競争入札参加資格審査追加申請手続きの手引き

三原市財務部契約課

１ 資格審査

令和７・８年度において三原市及び広島県水道広域連合企業団三原事務所（以下「三原事務所」とい

う。）が発注する建設工事の一般競争入札又は指名競争入札（随意契約を含む。）に参加する者に必要な

資格（以下「入札参加資格」という。）の審査を受けようとする者は、所定の入札参加資格審査申請書を

所定の期日までに提出してください。

(令和８年度以降の三原事務所の発注は、広島県水道広域連合企業団独自の入札参加資格者名簿となる予

定です。）

２ 申請者の資格

次の各号に該当する者は、入札参加資格の審査を申請することができません。

（１）申請しようとする業種について、建設業法（昭和第２４年法律第１００号。以下「法」という。）

第３条第１項の規定による許可を受けていない者。

（２）申請しようとする業種について、法第２７条の２３第１項の経営事項審査（以下「経営事項審

査」という。）を受けていない者。

（３）前号の経営事項審査を受けている者で、工事種類別年間平均完成工事高がない者。

（４）入札参加資格の審査に係る申請を行うときに本市の市税の滞納がある者。

（５）入札参加資格の審査に係る申請を行うときに国に納付すべき消費税及び地方消費税の滞納がある

者。

（６）経営事項審査の申請または入札参加資格の審査に係る申請において、重要な事項について虚偽の

申告をし、または重要な事実の申告を行わなかった者。

（７）次のアからウまでに掲げる届出の義務を履行していない者。（届出の義務がないものを除く）

ア 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の義務

イ 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の義務

ウ 厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出の義務

※社会保険等未加入者（届出の義務がない者を除く）の申請は受付できませんので、

ご注意ください。

３ 申請期間

【電子申請】

令和７年４月１日（火）～令和８年９月１５日（火）

（ただし土・日曜日及び祝日を除く９：００～１７：００）

添付書類の提出期限 令和８年９月１５日（火）

【書面申請】

令和７年４月１日（火）～令和８年９月１５日（火）

（ただし土・日曜日及び祝日を除く９：００～１２：００、１３：００～１７：００）

【申請時に有効となる経営事項審査の総合評定値通知書等の審査基準日】

申請日の１年７か月前の日以降の最新のもの

※電子申請の添付書類の提出及び書面申請は追加申請期間の最終日までに、必着とします。

※奇数月の１５日（閉庁日の場合は翌営業日）までに受け付けた申請について、翌々月に

認定する予定です。（例：令和７年５月１５日までに受け付けた申請は、令和７年７月認定予定）

初回の認定は令和７年７月の予定で、以後２か月ごとに認定する予定です。

広島県とは認定時期が異なりますのでご注意ください。

※原則、受付票は交付しません。

ただし、受付票としての返信用ハガキ（もしくは任意様式の受付票と切手付きの封筒）を

用意された場合にのみ、受付票の押印・返送に応じます。
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４ 申請方法

原則、電子入札等システムを利用して申請を行ってください。

ただし、次のいずれかの理由に該当する場合は、書面申請ができます。

（１）電子入札等システムの利用者登録を済ませている者で当該期間中、システム障害等のやむを得な

い理由により電子入札等システムを利用できない場合。

（２）電子入札等システムの利用者登録中で、申請の日までに「電子入札等システム利用者基本規約」

第５条に規定する利用開始申請を提出している場合。

（登録完了後、三原市契約課にご連絡ください。）

（３）市内業者で電子入札等システムの利用者登録をしていない場合。(随意契約のみを希望する場合)

※窓口が混雑し、各業者の皆さまに長時間お待ちいただく場合も想定されるため、原則、郵送での

提出をお願いします。

注１ 送付先

〒７２３－８６０１

三原市港町三丁目５番１号

三原市財務部契約課 契約係（工事担当）

（発送方法は指定しません）

注２ 電子申請の詳細については、広島県のホームページでご確認ください。

・令和７･８年度 入札参加資格審査申請手続きについて（広島県）

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/tyoutatu-hp/k02/k02nyusatu-sinsei.html

広島県とは認定時期が異なりますのでご注意ください。

また、電子申請におけるパソコンの設定方法や、電子入札等システムの操作方法については、

電子入札等ヘルプデスク （電話 ０５７０－５５０２１５）にお問い合わせください。

・広島県の調達情報

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/

５ 資格審査申請書及び添付書類

三原市に提出する添付書類は表のとおりです。様式の定められているものは所定の様式で１部提出し

てください。（ファイル綴じの必要はありません。）

令和７・８年度中に初めて申請する場合は新規の欄を、既に入札参加資格があり工種の追加申請をす

る場合は工種追加の欄を確認してください。

申請者の区分 提出方法 提出場所 受付時間

電子申請

「電子入札等システム」で広島県に申請し、

添付書類を三原市財務部契約課へ郵送又は持

参してください。（注１）（注２）

【郵送】三原市財務部契約課

【持参】三原市役所４階

契約課

９時から１２時

１３時から１７時

書面申請
添付書類を三原市財務部契約課へ郵送又は

持参してください。（注１）

【郵送】三原市財務部契約課

【持参】三原市役所４階

契約課

９時から１２時

１３時から１７時
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（「○」は提出が必要、「△」は該当者のみ提出が必要、「－」は提出不要を示しています。）

（市内業者とは、市内本店または契約権限が委任された支店等を市内に有するもののことです。）

番
号

添付書類

様式等

提出の要否

項目 備考

新規 工種追加

電
子

書
面

電
子

書
面

1 送信完了 兼 受付票
「電子入札等システム」により発行され

たもの
○ － ○ －

2 資格審査申請書

令和７・８年度中に初めて申請する時

は新規に、工種の追加は更新に○をす

る

様式第１号 ○ ○ ○ ○

3
建設業許可証明書又は

通知書

証明書の場合は、申請日の３か月前の

日以降に発行されたもの（写し可）
〇 ○ 〇 ○

4-1
必要な経営事項審査の

総合評定値通知書の写

し

経営事項審査に係る建設業法施行規則

（昭和２４年建設省令第１４号）第２１

条の４の総合評定値通知書の写し

※審査基準日が申請日の１年７か月前

の日以降の最新のもの

○ ○ ○ ○

4-2

保険への加入が確認

できる書類

（届出の義務がない

者は提出不要）

経営事項審査の通知書において、「雇

用保険加入の有無」「健康保険加入の

有無」及び「厚生年金保険加入の有

無」の欄のいずれかが「無」となって

いる場合、当該保険の加入が確認でき

る書類を提出すること

全てが「有」又は「除外」である場合

は不要

注１ △ △ － －

5-1 三原市税の納税証明書

三原市に納税義務がある者（特別徴収

義務のみを有する者を含む。）につい

て、滞納がないことを市長が証した書

面（原本）

※申請日の３か月前の日以降に発行

されたもの

様式第２号
注２

△ △ － －

5-2
消費税及び地方消費

税の納税証明書

消費税及び地方消費税の納税証明書[そ

の３]または[その３の３]（写し可）

※申請日の３か月前の日以降に発行

されたもの

注３ 〇 ○ － －

6-1 委任状

代表取締役等から支店長などに対する

委任事項を証した書面（原本）

※委任先の支店等で持っている建設業

の許可業種のみ登録の申請ができます

様式第３号 △ △ － －

6-2 営業所一覧

委任状で委任した営業所が記載されて

いる建設業許可申請書別紙二の写し

申請日時点で最新のもの

※委任する場合のみ

△ △ △ △

7
専任技術者証明書・専

任技術者一覧表等

建設業許可の申請・更新時に提出した

ものの写し

申請日時点で最新のもの

○
市
内
の
み

○
市
内
の
み

○
市
内
の
み

○
市
内
の
み
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注１ 「保険への加入が確認できる書類」とは、次のとおりです。

（１）雇用保険

概算保険料又は確定保険料を納付したことを証する書面、労働保険概算・確定保険料申告

書、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、雇用保険被保険者証（被保険者のうち、建設業

に従事する職員全員分）のいずれかの写し

（２）健康保険及び厚生年金保険

保険料を納付したことを証する書面、被保険者資格取得確認又は標準報酬決定通知書、被保

険者報酬月額算定基礎届のいずれかの写し

注２ 市税の納税証明書は、税制収納課（市役所２階）で発行します。

税制収納課への提出書類は、次のとおりです。（ホームページに様式を掲載しています。）

・税証明書交付申請書 １部

・納税証明書 １部

注３ 広島国税局では、納税証明書の税務署への請求方法を、原則e-Tax（WEB 版）を使用した、オン

ライン請求としています。オンライン請求の方法については以下の通りです。

（１）電子証明書とe-TaxのＩＤを使用することでＰＤＦ形式の電子納税証明書を取得する方法

電子入札に使用する電子証明書を使用することで請求でき、来署することなくデータで取

得した電子納税証明書をデータのまま添付または印刷（何枚でも可）して書面にて使用する

ことが可能です。

（２）電子証明書を使用せずe-TaxのＩＤを使用して事前に請求することで来署予定日に書面形

式の納税証明書を取得する方法

e-TaxのＩＤと暗証番号（法人または申請される代理人の方の）のみを使用することで請

求でき、指定した来署予定日に待ち時間を短縮して受け取ることが可能です。

8
商業登記簿謄本又は

身分証明書

法

人

履歴事項全部証明書又は現在事項

全部証明書

申請日の３か月前の日以降に発行

されたもの

（写し可）

○ ○ － －

個

人

本籍地の役所において発行する証

明書

申請日の３か月前の日以降に発行

されたもの

（写し可）

9-1 印鑑証明書
申請日の３か月前の日以降に発行され

たもの（写し可）
○ ○ － －

9-2 使用印鑑届 様式第４号 ○ ○ － －

10 主観的事項審査申請書

申請する者のみ提出

申請書記載の評価項目に応じた添付書

類も提出すること

様式第５号

△
市
内
の
み

△
市
内
の
み

△
市
内
の
み

△
市
内
の
み

11 認定通知書送付用封筒

封筒に申請者名と住所を記入し、110円

切手を貼付すること

※測量及び建設コンサルタント等業務

にも申請する者で送付先が同じ場合は

併せて１通でもよい

○ ○ ○ ○

12 書面申請申立書 様式第６号 － ○ － ○
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・納税証明書は、証明手数料として交付請求に４００円（e-Taxで交付請求の場合３７０円）が

必要です。

・納税証明書（電子納税証明書も含む）についての問合せは、最寄りの税務署にしてください。

・国税庁のページ（納税証明書の交付請求手続）を参照してください。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm#a03

６ 入札参加資格の通知等

（１）入札参加資格の通知

入札参加資格を認定したときは、申請者に通知します。

奇数月の１５日（閉庁日の場合は翌営業日）までに受け付けた申請について、翌々月に認定する

予定です。

（２）入札参加資格の取消し

入札参加資格の認定後、経営事項審査の申請又は入札参加資格の審査に係る申請において、重

要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明した場合等

は、入札参加資格の取消しを行います。入札参加資格の取消しを受けた者は、令和７年度及び令

和８年度において再び資格の認定を受けることができません。また、令和９年度以降についても、

その取消しの日から２４か月を経過する日までは、入札参加資格の認定を受けることができませ

ん。

（３）入札参加資格の有効期間

この入札参加資格は認定された日から令和９年３月３１日まで有効です。

ただし、この資格は、令和９年度においてもその年度における資格が認定される日までは有効と

します。

（４）格付（ランク）について

令和７・８年度中に経営事項審査の総合評定値に変更があっても、入札参加資格の有効期間中は

当初に認定された格付からの変更はできません。

（５）建設工事入札参加資格者名簿の委託業務等での使用について

建設工事入札参加資格者名簿は、委託業務及び修繕業務等に係る入札及び随意契約の業者選定に

使用することがあります。

（例）道路維持修繕業務委託（路線）、道路巡視業務委託：土木一式

道路維持修繕業務委託（照明）：電気

樹木管理業務委託：造園

（６）個人情報の保護

提出された個人情報は、入札参加資格の審査目的に利用し、その他の目的では利用しません。


